
議案第 29号 

 

 

専決処分について（立川市学校給食運営審議会委員の任命について） 

 

 

上記の議案を提出する。 

 

 

令和２年４月 23 日 

 

 

 

 

提出者 立川市教育委員会 

     教育長 小町 邦彦 

 

 

 

理 由 

 立川市学校給食運営審議会条例第３条の２の規定による。 

  



 

 

専決処分書 

 

立川市教育委員会教育長事務委任及び代理規則第３条第１項の規定に基づき、次を別紙のとおり専

決処分する。 

 

 

  立川市学校給食運営審議会委員の任命について 

 

 

令和２年４月１日 

 

 

立川市教育委員会 

 教育長 小町 邦彦 

 




